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（午後１時５９分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総合計

画及び総合戦略等調査特別委員会を開会

します。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 委員の皆様方には、何かとお

忙しいところを総合計画及び総合戦略等

調査特別委員会をお持ちいただきまして、

ありがとうございます。 

 本日の案件は、第４次摂津市総合計画中

間評価総括報告書（案）、平成２７年度摂

津市のまちづくりに関する市民意識調査

報告書（案）及び平成２７年度摂津市の人

口移動に関するアンケート調査報告書（案）

についてご報告、ご説明をさせていただき

ます。 

 今後、これらの結果を受けまして、総合

計画基本計画（改訂版）や人口ビジョン、

地方版総合戦略なども策定してまいる予

定でございますが、節目、節目にこの特別

委員会でのご意見を頂戴できたらと考え

ております。何とぞよろしくお願いを申し

上げます。 

 一旦退席させていただきますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は上村委員

をご指名します。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１分 休憩） 

（午後２時２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 本日は、総合計画基本計画（改訂版）・

人口ビジョン・総合戦略について、理事者

から説明を受けます。 

 お手元の資料目録に沿って、まずは資料

番号１、総合計画基本計画（改訂版）・人

口ビジョン・総合戦略の策定についてから、

資料番号６－２、摂津市の人口移動に関す

るアンケート調査票について説明をお願

いいたします。 

 川西政策推進課長。 

○川西政策推進課長 よろしくお願いし

ます。 

 まず、本日お示ししております資料につ

きましては、全て第４次摂津市総合計画基

本計画の改訂版、それから人口ビジョン、

総合戦略を策定してまいる上での重要な

基礎資料になっております。 

 本日は、お示ししております資料のご説

明をさせていただきまとともに、これから

策定してまいります総合計画の改訂版・人

口ビジョン・総合戦略について、そもそも

どのような理由から策定せねばならない

のか、また、どのような相関関係にあるの

かなど、その考え方をまず冒頭でご説明申

し上げます。 

 初めに、資料１、総合計画基本計画（改

訂版）・人口ビジョン・総合戦略の策定に

ついてをごらんください。 

 まず、１でございます。総合計画基本計

画（改訂版）の基本的な考え方をご説明い

たします。 

 まず、本市は、平成２３年を初年度とす

る第４次摂津市総合計画に基づきまして、

「みんなで育むつながりのまち摂津」の将

来像を目指しまして総合的かつ計画的な

まちづくりを展開しております。この基本

計画は、基本構想と基本計画の期間を平成

２３年度から平成３２年度の１０年間と

しております。 

 基本計画は、社会経済状況などの変化を

見ながら中間年度の平成２７年度、つまり

ことしに見直しを行うものとしておりま

す。基本計画の改定に当たりましては、平
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成２３年度から基本計画の活動状況や達

成状況の検証を行った上で、社会状況を初

めとする本市を環境の変化を調査、分析い

たしまして、適切な成果や課題等を抽出し、

必要な修正を行うものとしております。 

 なお、基本計画については、安定的・継

続的な市政運営のため、第４次摂津市総合

計画基本構想のもと、大幅な変更までは行

いません。 

 この考え方に基づきまして、平成２３年

度スタートしたときから今日までの活動

状況、達成状況などを踏まえまして、それ

を総括して報告書とまとめましたのが本

日の資料４、第４次摂津市総合計画中間評

価総括報告でございます。この資料４につ

きましては、後ほど詳細をご説明申し上げ

ます。 

 この間、平成２３年から我々のこの総合

計画動き出してるんですけれども、一方で、

昨今、国全体の動きなんですけれども、少

子高齢化が一層進展してまいりまして、人

口減少社会がいよいよ現実のものとなっ

てまいりました。 

 このような流れの中、国において、昨年

の１２月に人口減少に歯どめをかけよう

と、まち・ひと・しごと創生法が施行され

ました。この法律の概要ですが、資料２を

ごらんください。横長の分でございます。

この法律、まち・ひと・しごと創生法の概

要でございます。 

 まず目的、第１条のところでございます。

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の

減少に歯どめをかけるとともに、東京圏へ

の人口の過度の集中を是正し、それぞれの

地域で住みよい環境を確保して将来にわ

たって活力ある日本社会を維持していく

ために、このまち・ひと・しごと創生法に

関する施策を総合的かつ計画的に実施す

る、これがこの法律の目的でございます。 

 これは具体的にどういうことかと申し

ますと、裏面でございます。その下の基本

理念第２条というところでございます。 

 幾つか国のほうでは理念を掲げておら

れますが、抜粋させていただきますと、例

えば、①番です。国民が個性豊かで魅力あ

る地域社会で潤いのある豊かな生活を営

めるよう、それぞれの地域の実情に応じた

環境を整備するでありますとか、③番、結

婚、出産は個人の決定に基づくものである

ことを基本としつつ、結婚、出産、育児に

ついて希望を持てる社会が形成されるよ

う環境を整備いたしますでありますとか、

例えば、④番、仕事と生活の調査を図れる

よう環境整備するなどがございます。そう

しまして、この法律が出まして、国は我々

自治体に、この法律の目的に沿いまして地

域を活性化して人口減少に歯どめをかけ

るよう具体的に取り組むことを求めてお

ります。 

 この求めてきたのが資料３でございま

す。この資料３、国から都道府県、市町村

への通知文書なんですけども、タイトルは、

都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略

及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦

略の策定についてということでございま

す。 

 これ見ていただいて、１枚めくっていた

だいて２ページ下のほうにアンダーライ

ンを入れております。ちょっと読ませてい

ただきます。２というところです。地方公

共団体による地方人口ビジョンと地方版

総合戦略の策定ということでございます。 

 （１）です。まち・ひと・しごと創生法

については、国と地方が一体となり、中長

期的視点に立って取り組む必要がある。こ

のため、各地方公共団体においては、国の
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長期ビジョン及び国の総合戦略を勘案し

つつ、当該地方公共団体における人口の現

状と将来の展望を提示する地方人口ビジ

ョンを策定し、これを踏まえて、今後５か

年の目標や施策の基本的方向、具体的な施

策をまとめた都道府県まち・ひと・しごと

創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定いただきたい、この

ように国から要請が参っております。 

 資料１に戻りますが、これらを受けまし

て、我々摂津市でもこの資料１の２のとこ

ろ、人口ビジョン・総合戦略ということで

人口ビジョン・総合戦略を策定していくと

いう流れになりました。 

 では、具体的に国が要請している人口ビ

ジョン・総合戦略どんなものかということ

でございますが、まず、人口ビジョンでご

ざいます。 

 人口ビジョンとは、長期的な人口ビジョ

ンとして策定するもので、本市の人口の現

状と将来の姿を示し、人口問題に関する基

本認識の共有を図り、目指すべき将来の方

向を示すというふうに国は申しておりま

して、つまり、このまま人口をなるがまま

現状していくままに任せるのではなく、将

来の目標人口を戦略的に設定いたしまし

て、それをプランとして打ち出すというも

のでございます。具体的に後ほどご説明い

たしますが、将来人口は２０６０年を想定

しております。 

 続きまして、その下（２）というところ

でございます。総合戦略でございます。 

 これも読ませていただきますと、総合戦

略、５カ年計画として策定するものでござ

います。長期的な人口ビジョンで示した本

市人口の現状と将来の姿を踏まえまして、

本市が安定した人口を保ち、将来にわたっ

て活力ある地域社会を実現するための計

画を示すものでございます。 

 また、国の総合戦略が定める施策の基本

目標、四つございます。 

 国のほうでは、①地方における安定した

雇用を創出する。②地方への新しい人の流

れをつくる。③若い世代の結婚、出産、子

育ての希望をかなえる。④時代に合った地

域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、

地域と地域を連携するを勘案しつつ、地方

の実情に応じた独自性のある目標や施策

の基本的方向、具体的な施策をまとめるも

のでございます。 

 つまり、平たく申しましたら、先ほどの

人口ビジョンで２０６０年の摂津市の人

口目標を戦略的に定めまして、その人口目

標を達成するための具体的なアクション

プランということでございます。アクショ

ンプランをまとめたものが総合戦略にな

ります。 

 資料１、２ページ目にまいります。 

 そうしまして、この今動いております総

合計画とこれから策定してまいります総

合戦略との関係でございますが、総合戦略

は国のまち・ひと・しごとの創生法に絡む

人口減少の克服と地方の創生を目的とし

ておるものでございます。 

 一方、総合計画は、これらも当然含めて

おりますが、それぞれの各地方公共団体の

総合的な振興、発展を目的とした市政にお

ける最上位計画でございます。 

 したがいまして、対象範囲も当然重なっ

ておりますし、相互に連動する施策も想定

されます。このことから、両計画の整合性

を十分に図りながら、確保しながら進めて

まいる必要がございます。 

 ただし、総合戦略においては、数値目標

や重要業績評価指数、これ後ほど説明いた

しますが、ＫＰＩと言います、を設定する
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ことが定められております。 

 しかし、こういった数値目標は総合計画

では義務づけられておりませんので、総合

計画と総合戦略は別々に策定するものと

いたします。 

 このＫＰＩというところ、総合戦略で必

ず入れなければならないＫＰＩという数

値なんですけども、例えば子育て世代をい

つまでに何世帯にしますという目標があ

ったとして、それに対する滑動、例えば保

育所を何人受け入れますであるとか、子育

て世代の子育て講座を年間何講座いたし

ますであるとか、具体的に目標達成するの

に具体的に取り組む内容を数値で目標と

して定めろと、これがＫＰＩと呼ばれるも

のでございます。必ずＫＰＩは総合戦略に

具体的な数値として盛り込んでまいりま

す。 

 続きまして、この２ページ下の段なんで

すけれども、計画期間でございます。 

 まず、第４次の総合計画、平成２３年か

ら動いておりますが、１０年ですので最終

年度は平成３２年度になります。 

 続いて、人口ビジョンですが、今年度末

までに策定いたしまして、目標年度は２０

６０年の人口の状態を示すものでござい

ます。 

 最後に総合戦略、これも本年度末までに

策定する予定でございますが、期間は５年

間となっております。 

 続いて、この資料１、３ページにまいり

ます。 

 これから第４次の総合計画後半部分で

ありますとか、人口ビジョン・総合戦略策

定してまいります、その策定の実施体制で

ございます。 

 この３ページのイメージ図をごらんく

ださい。具体的に策定なんですけれども、

まずイメージ図左のほうですね、庁内の体

制といたしまして、左側に摂津市総合計画

基本計画（改訂版）・人口ビジョン・総合

戦略策定員会ということで、庁内で特別職

と全部長級から成る策定委員会をまず設

定いたします。その下に実動部隊といたし

まして、各部から選抜した係長級職員で構

成いたします作業部会も立ち上げてまい

ります。 

 また、節目節目に議会の皆様に対しまし

て、進捗状況などをご報告するとともに、

ご意見を頂戴してまいります。 

 また、外部の方々、産官学金などの有識

者の皆さんからもご意見を頂戴したいと

考えております。 

 続きまして、この資料１でございます。

４ページ以降でございます。 

 ここで国及び摂津市のちょっと人口の

動きを簡単にまとめておりますので、簡単

にご説明いたします。 

 まず、４ページ（１）日本の総人口の推

移と将来に見通しというところをごらん

ください。 

 この図、太線で示しておるのが日本の人

口推移でございます。徐々に減少をしてま

いりまして、大体１００年後には今の人口

の半分以下の５，０００万人を切ってしま

うというふうに予想されています。この状

況を食いとめるために、国では国の人口ビ

ジョンといたしまして、国が定める数値と

しては、国は２０６０年に人口１億人を目

指すというふうに国の人口ビジョンで定

められています。 

 また、特殊出生率を国平均で１．８人、

それから、国のほうで２０４０年には出生

特殊出生率を２．０７人まで引き上げると

いうふうに国の人口ビジョンで定められ

てます。 
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 続いて、この資料１、５ページをごらん

ください。 

 全国的な傾向をもとに国が算出した摂

津市の人口を出しております。それぞれパ

ターン１、パターン２とございまして、い

ろいろ設定はあるんですけれども、パター

ン１、パターン２とも、例えばパターン１

でしたら２０４０年に摂津の人口は６万

８，０００人ほど、パターン２でも２０４

０年に６万３，８００人ほどというふうに

試算されています。 

 また、パターン１では２０６０年に摂津

の人口は５万３，７００人ほどにまで下が

るというふうに推計が出ております。 

 続いて、同じく資料１、この資料の６ペ

ージにまいります。 

 ６ページでは、摂津市の人口の推移を書

いております。今までの摂津市の人口なん

ですけれども、摂津市の人口は平成２年か

ら平成２２年にかけまして徐々に減少し

てまいりましたが、２３年には増加に転じ

ておりまして、平成２６年には８万５，１

５９人と、そして今最新の数字では８万５，

５００人ほど若干人口が微増の状態にご

ざいます。 

 続いて、８ページにまいります。 

 ８ページ、このページでは摂津市の転入

者数、転出者数の推移をそれぞれ示してお

ります。白抜きの正方形が転出者の数、黒

く塗りつぶしたひし形が転入者の数でご

ざいます。 

 つまり、黒く塗りつぶしたひし形が正方

形、塗りつぶしてない白抜きの四角よりも

上にある年度は人口がふえる要因の一つ

であります転入が超過している転入超過

であることがわかります。これを見ますと、

ずっと減少傾向が続いていました転入者

が平成２１年度を境に増加に転じた後、一

旦２４年度には下落しておりますが、また

２５年度には再度増加傾向になっている

ことがわかります。 

 続いて、９ページにまいります。 

 ９ページ、この表なんですけれども、平

成２５年度の各年齢階層別の転入者、転出

者の状況を分析しております。縦軸中央の

ゼロというところより上に丸があるのな

ら転入者が多い、ゼロより下にきているな

ら転出者が多いというふうに転入と転出

の差し引きの数字が載っております。これ

を見ますと、１５歳から２９歳の年齢の層

は転入がゼロより多いので転入が多いと。

逆に、３０歳から４４歳の層はゼロより下

になってますので転出者が多い。また、ゼ

ロ歳から１４歳、この３０歳、４０歳のお

子様に当たるような年代のゼロ歳から１

４歳も同じく連動して転出超過の状況に

あります。 

 ２０代半ばから後半の人が多く転入し

て３０代後半から４０台、またその子供世

帯に当たる方が多く他市に転出している

状況が非常によくわかる表でございます。 

 続きまして、資料４にまいります。 

 資料４、かなり分厚い資料なんですけれ

ども、第４次摂津市総合計画中間評価総括

報告書でございます。 

 この資料なんですけれども、今後、第４

次摂津市総合計画の基本計画の改定版で

策定してまいります。これに当たりまして、

現在の第４次総合計画の前半５年間につ

いて施策が５０ございます。この５０の施

策ごとに取り組み内容が進捗状況、社会状

況の変化や今後の課題や方向性などをま

とめたものでございます。かなりのボリュ

ームある資料でございますので、要点を抑

えてご説明いたします。 

 まず、めくっていただいて表紙から数え
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て３枚目にございます、そこに目次がござ

います。目次の中で、１－１－１のように

数字を三つ組み合わせているもの、これが

５０の施策でございます。 

 具体的に一つの施策を例に挙げてご説

明いたしますと、１－１－１、みんなが協

働するまちにしますという施策でござい

ますが、２ページをごらんください。 

 またこの２ページの部分の説明の途中

で資料５－１も使いますので、資料５－１、

平成２７年摂津市のまちづくりに関する

市民意識調査、資料５－１の５７ページの

表でございます。５７ページの表もあわせ

て一緒にごらんください。よろしいでしょ

うか。 

 まず資料４の２ページ、中段のところを

ごらんください。中段で２、法令制度や関

連する社会経済状況、環境の変化の欄をご

らんください。 

 まず、この欄なんですけれども、策定当

時は平成２３年度でございましたので、そ

の２３年から今日まで現在を比較させて

いただいて、社会の動向や法律の変更など、

その施策を取り巻く環境の変化を記載し

ております。 

 また、その下の３、施策の展開別評価の

欄でございますが、施策の展開ごとに具体

的に我々５年間取り組んでまいりました

取り組み状況を記載させていただいてお

ります。 

 また、その右側にございます今後の課題

と方向性というところなんですけれども、

ここではこの先５年間まだ総合計画は続

きますので、この先５年間についてどのよ

うに取り組んでいくのかというところを

記載しております。 

 これら５年間活動いたしまして、それを

指標で分析するために、続いて３ページの

下の段、５というところをごらんください。 

 ３ページ下段に５、各種指標の現状とい

う項目を設けております。ここでは現行の

計画に記載している平成３２年度に実現

している姿を示しておりますとともに、実

現している姿を確認する指標として、５０

の施策ごとにそれぞれ目標と実績を数値

で記載しております。 

 続きまして、その下にございます市民意

識調査結果の欄をごらんください。３ペー

ジ、一番下のほうでございます。 

 左側に上から順番に「満足」の比率、「ど

ちらとも言えない」の比率、「不満」の比

率がございます。これが資料５－１の５７

ページを対応しております。それぞれの５

０ある施策ごとに満足の比率、不満の比率

がそれぞれ５７ページのところが引用さ

れております。 

 この資料５－１なんですけれども、この

資料５－１というのは後ほど説明いたし

ますが、この夏に市民意識調査を実施いた

しまして、５０ある施策につきましてそれ

ぞれ十分満足、やや満足、どちらとも言え

ない、やや不満、とても不満、５段階で５

０の施策を市民の方に回答していただい

ております。 

 その結果、上から十分満足と、やや満足

に回答した方の割合を満足の比率として

示しております。また、やや不満、とても

不満と回答した方の割合を不満の比率と

しても示しております。 

 ３ページにございます、みんなが協働す

るまちにしますという施策なんですけれ

ども、これは満足の比率が１９．６％、５

０の施策の中では満足の比率は３６位で

あったということでございます。 

 また、３ページ下の一番下には期待度、

満足度、ギャップ値、ギャップ順位を記載
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しております。 

 資料５－１なんですけど、この５７ペー

ジから５９ページをごらんください。５９

ページの数字を引用しております。 

 期待度、満足度、ギャップ値というとこ

ろもそれぞれの施策について、満足、やや

満足、普通、やや不満、不満というところ

を５点、４点、３点、２点、１点、点数に

しまして置きかえまして平均をとったも

のでございます。 

 また、このギャップというギャップ値な

んですけれども、これは期待度の指数から

満足度の指数を差し引いたものでござい

ます。このギャップが大きいほど期待をさ

れていながら、なかなか市民に満足してい

ただけなかったという結果になります。こ

の結果、この施策の期待値は５０の施策の

中では４４位、右側のギャップ順位は４１

位となっております。 

 続いて、４ページに参りまして、６の総

括をごらんください。 

 施策全体の評価といたしまして、それぞ

れの所管課が二重丸、丸、三角、ペケの４

段階で、これは自己評価を施策ごとにして

おります。 

 また、施策全体の評価理由と今後の方向

性というところでは、これまでの進捗状況

や達成状況を総括するとともに、今後の対

応や方向性を記載しております。 

 今後、この資料をもとにいたしまして、

総合計画の改訂版や総合戦略を策定して

まいります。 

 また、特に総合体育館構想など、今後の

重要な案件などをしっかりと盛り込みな

がら、今後、総合計画の基本計画改訂版を

策定してまいる予定でございます。 

 続きまして、資料５－１にまいります。 

 資料５－１、平成２７年度摂津市のまち

づくりに関する市民意識調査というとこ

ろでございます。 

 このアンケート、市民意識調査なんです

けれども、目的は総合計画の中間評価であ

ったり人口ビジョン、総合戦略に役立てる

こと、これに直結しております。 

 調査の対象なんですけれども、摂津にお

住まいの１８歳から７９歳までの男女合

計４，５００人を無作為に抽出いたしまし

た。スケジュールとしては、７月上旬に発

送いたしまして、８月上旬に取りまとめて

おります。 

 回収率でございますが４４．６％、前回、

平成２０年に行いましたときは４４．８％

ですので、ほぼ同じでございます。 

 では、これもかなり数が多いので特徴的

なところを中心にご説明してまいります。 

 まず、２３ページをごらんください。 

 ここでは皆さんに摂津のイメージを問

いかけたところの結果を載せております。 

 摂津のイメージ、市のほうで１４の選択

欄を設定いたしまして複数回答いただき

ました。その中で多かった順に、大都市に

近く、通勤、通学に便利なまちが最も多か

った。次いで、商店、郵便局など日常に必

要なものが近所にある暮らしやすいまち。

次いで、河川などの自然や緑の多いまち。

美しいまちなどとなっております。これは

平成２０年度調査と大体傾向は共通して

おりました。 

 続きまして、飛びますが、５１ページを

ごらんください。 

 ５１ページでは、今後のまちづくりへの

力に入れぐあいということを尋ねており

ます。 

 具体的にＡからＹまで２５項目をこれ

も市のほうで設定いたしまして、この中か

ら、大いに力を入れるべき、ある程度力を
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入れるべき、余り力を入れなくてよい、全

く力を入れなくてよい、よくわからないと

いう形で５段階で尋ねております。 

 この中で、力を入れる、大いに力を入れ

るべきの順番であらわしますと、ある程度

と上位二つを合わせますと最も多かった

のは健康、医療、これが一番力を入れるべ

き。次いで、住環境、交通安全、防犯・防

災関係、３番目に子育て支援という順番に

市民が力を入れてほしいというふうに望

まれていることがわかりました。 

 続きまして、５９ページにまいります。 

 各施策の満足度、期待度と順位ギャップ

というやつですね、これは５９ページなん

ですけども、総合計画にございます５０の

施策につきまして、それぞれ市民がどう感

じておられるかを調べたものでございま

す。５９ページの表にありますとおり、期

待度、満足度、そしてギャップから分析し

ております。具体的には期待度、満足度と

もに５段階でご回答いただきました。 

 つまり、期待度でしたら、とても期待し

ている、ある程度期待している、どちらと

も言えない、余り期待していない、全く期

待していないという形で各それぞれの５

項目に５点満点で５、４、３、２，１とい

う形で点数をつけて平均をとりました。 

 また、ギャップなんですけれども、この

ギャップ値が大きいほど期待されている

のに市は期待を満たしていないことにな

ります。 

 まず、１番左側の期待度なんですけれど

も、最も市民が期待されておられるのは１

６番の消防救急救助体制が充実したまち

にします、これがトップでございました。

次いで、３３番の安心して医療が受けられ

るまちにします。１４番の犯罪の少ないま

ちにします。続いて、１５番の災害や危険

に強いまちにします。このあたりが続きま

す。 

 続きまして、真ん中の満足度でございま

すが、満足度高い順から１０番の公共下水

道により快適な生活ができるまちにしま

す、これがトップでございます。次いで、

９番の安全な水を安定的に供給できるま

ちにします。１６番の消防救急救助体制が

充実したまちにします。このあたりが続い

てまいります。 

 最後に、右側のギャップでございます。

ギャップが最も大きいものは、７番の道路

が安全で移動しやすいまちにします。次い

で、３３番の安心して医療が受けられるま

ちにします。それから、２７番の安心して

介護を受けながら生活できるまちにしま

す。このあたりがギャップが大きくなって

おります。 

 分野といたしましては、都市基盤整備，

医療、福祉、子育て支援、交通安全、防犯・

防災、このあたりで非常にギャップが大き

くなっております。 

 以上が市民意識調査の結果についてで

ございます。特に総合計画や中間評価、今

後、総合戦略を定めるに当たって重要な部

分についてのご説明でございました。 

 続いて、最後に６－１の資料をごらんく

ださい。 

 ６－１、平成２７年度摂津市の人口移動

に関するアンケート調査という報告書で

ございます。 

 目次を飛ばして、１ページ、２ページの

ところだけご説明なんですけれども、これ

もこのアンケート調査、転入してきた方、

転出してしまった方にアンケートを実施

しましたが、これの目的も人口ビジョンや

総合戦略を定める上で摂津市をどう見ら

れていたか、どう見たかというところを分
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析したいがためのアンケートでございま

す。 

 具体的に、まず転出された方なんですけ

れども、転出された方、対象は１８歳から

４９歳までの世帯主男女合計８００人を

無作為抽出いたしました。 

 転出先なんですけれども、摂津からの転

出先、近畿圏と東京圏だけに絞っておりま

す。そのほかの地方は抜いております。 

 それと続いて、転入者でございますが、

転入者は摂津市に転入された１８歳から

４９歳までの世帯主男女合計８００人を

無作為抽出いたしました。 

 これも先ほどの市民意識調査と同じく、

７月上旬にアンケートを発送いたしまし

て、８月上旬まで受け付けして取りまとめ

ました。 

 回収率なんですけれども、まず転出調査

では２６．７％、前回２０年が２５％です

ので若干上回っております。 

 続いて、転入調査でございますが、回収

率が３２．１％、前回が２６％ですから、

これはわりかし随分上がっておる結果で

ございます。 

 では、具体的に特徴的なところをご説明

いたします。 

 まず、転出者、転出された方の特徴から

ご説明いたします。１０ページをごらんく

ださい。 

 １０ページ、下の段の棒グラフのところ

でございます。転出後の住居地ということ

でございます。転出者の住所なんですけれ

ども、摂津市から転出されて最も多かった

のが大阪市、次いで吹田市、茨木市という

順番に転出されてます。また、東京圏でも

東京方面に転出された方も１２％ほどお

られることがわかります。 

 続いて、１３ページにまいります。 

 １３ページ、上の円グラフなんですけれ

ども、摂津市から他市に転出された方で摂

津市の居住年数を尋ねております。摂津か

ら出ていかれた方、摂津市にどれぐらいお

住まいでしたかという問いに対して、摂津

市での居住年数は２年から３年未満が一

番多くて２１％ほど、次いで、５年から１

０年未満、１年から２年未満と続いており

ます。したがいまして、転出者は大体平均

して摂津の居住年数が５年未満という方

が６割ほどを占めておられるのがよくわ

かります。 

 続いて、１６ページにまいります。 

 １６ページ、上の住みかえ状況という表

をごらんください。 

 １６ページ、摂津から他市に転出された

方に住宅の所有状況を問うております。一

番多かったのが借家から持ち家の変更、つ

まり摂津市では借家でした。他市に転出す

ることにより持ち家になりましたという

方が大体４８％で最も多いということが

わかります。借家の人が摂津市のほかに家

を買って出ていくというケースが半分近

くあるというのがよくわかります。 

 続いて、１８ページにまいります。 

 １８ページ、上の表でございます。転出

の理由というところでございます。摂津市

から他市に転出された方に転出の理由、転

出の要因を尋ねております。多い順に、仕

事の都合、次いで、結婚のため、３番目に

住宅の都合、広さ、間取り等が続いており

ます。 

 ただ、１位から３位数字的にそれほど大

きな差は見られないというふうに我々は

考えております。 

 続きまして、２１ページにまいります。 

 まず、２１ページ、上の円グラフでござ

います。摂津市から他市に転出された方に
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転出に当たっての住まい探しの状況を聞

いております。転出に当たりまして、住ま

いを探された状況につきましてなんです

けれども、最初から他市町村に住もうと考

えていたので摂津市内は探さなかったと

いう方が最も多く、約半数弱おられまして、

次いで、摂津市内でも探したが、結果的に

他市町村に決めましたという順番に続い

ております。 

 同じく、２１ページの下の（３）でござ

います。具体的に転出先としてどちらを選

ばれ、どちらを検討されましたかという問

いかけでございます。転出先の検討先とい

たしましては吹田市が最も多く３６％ほ

ど、次いで、茨木市の３３％と続いており

まして、皆さん転出された方は、ほんとに

隣接した市を検討されたことがよくわか

ります。 

 続いて、２３ページにまいります。 

 転出された方に、では何が決めてとなり

ましたかと尋ねております。転出されるに

当たって、そこに引っ越しとなった要因と

なった決めてなんですけれども、まず１番

が住宅価格、または家賃の適当さ、２場目

に広さや間取りのよさ、３番目に通勤、通

学の短さ、こういう順番で結果的に他市に

転出されたということが住居確定された

ということがわかります。 

 以上が転出者の特徴的なところでござ

います。 

 続いて、転入者の特徴にまいります。３

４ページをごらんください。 

 ３４ページ、下の（６）家族構成という

ところでございます。ここが特徴的でござ

います。摂津市に転入してきていただいた

方、転入する前と摂津市に来てから家族構

成の変化を（６）で見ております。その結

果、ひとり暮らし世帯が転入前から転入後

には減少しております。また一方で、夫婦

のみ世帯が転入前から転入後に大きく増

加しております。つまり、他市の方が結婚

して新居を摂津市に構えるケースが多い

ということがよくわかります。 

 続きまして、３５ページをごらんくださ

い。 

 ３５ページ、摂津に転入していただいた

方に、どこから来られましたか、転入前の

住所を問うております。転入前、転入元住

所１位が大阪市、次いで、吹田市、次に茨

木市と、やはりここでも隣接市からの転入

が非常に多いことがよくわかります。 

 続いて、４１ページにまいります。 

 ４１ページでは、摂津に転入してきてい

ただいた方に、これも住宅の所有形態を確

認しております。 

 ４１ページの表、住みかえ状況というと

ころによりますと、借家から持ち家の変更

が４３％ほど、つまり、他市で借家であっ

たものが本市で持ち家になったとなりま

して、摂津市で不動産を購入されて摂津市

に引っ越して来ていただいた方が４割ち

ょっとおられるのがわかります。 

 続きまして、４２ページでございます。

転入の理由について問うております。 

 どういう理由であなたは摂津市に転入

されましたかという問いかけに対して最

も多かった理由が、仕事の都合、その次、

２番目に結婚のため、３番目に住宅の都合

と続いております。これ、前回の平成２０

年調査と比較いたしますと、仕事の都合は

前回より少し減少していますが、住宅の都

合で摂津に引っ越してきたという方が増

加しております。 

 続きまして、４５ページごらんください。 

 上の段で（２）転入に当たっての住まい

探しの状況というところでございます。 
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 ここでも他市は見ましたか、摂津市にど

うやって決めましたかというところで、一

番多かったのが転入された方で、他市も探

したが摂津市に決めた、これが６４％、続

いて、摂津市にしか住む余地がなかった、

これが１９％と続いております。これも平

成２０年調査と比較いたしますと、もう最

初から摂津に住もうと考えていたので他

市は探さなかったという方が減少してお

りまして、他市と比べた結果、摂津を選ば

れた方がふえていることが非常によくわ

かります。 

 続いて、４６ページをごらんください。 

 ４６ページでは、摂津市に転入してきて

いただいた方に、どこと比較してましたか

という他市との比較状況を確認しており

ます。この中でも非常に特徴的なのが圧倒

的に比較対象は吹田市、そして茨木市、こ

の２市が非常に突出しております。ただし、

同じ隣接市でありましても、守口市、寝屋

川市、枚方市などの北河内地区は検討とし

た方が非常に少ないことがわかります。 

 最後に、４８ページをごらんください。 

 ４８ページでは、摂津に転入してきてい

ただいた方に、決めてとなった条件を聞い

ております。 

 摂津に引っ越してきた決め手でござい

ますが、一番トップから、住宅価格、家賃

の適当さ、２番目に日常の電車、バスなど

交通の便利さ、３番目に通勤、通学時間の

短さ、このあたりとなっております。 

 以上がこの転入転出人口移動に関する

アンケート結果の報告でございます。 

○三好義治委員長 説明が終わりました。 

 この際、質問がありましたらお受けいた

します。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 大変たくさんの資料の説

明をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 幾つか疑問点を含めてお伺いしたい。ま

た、基本的なことも含めてお伺いをしてい

きたいなというふうに思いますが、まず最

初にご説明もいただきましたが、摂津市の

まちづくりにおいての最上位の計画は総

合計画というものがあります。今回、中間

評価して見直しをされていくというもの

があります。 

 今回、人口ビジョンと新たに地方版の総

合戦略を策定していくということになり

ました。その位置づけですね、総合計画と

総合戦略のその位置づけの違いというも

のをもう一度ちょっと教えていただきた

いなと思うんですね。 

 国のほうで地方創生法という法律をつ

くられて、そこの中には、先ほどもご説明

がありましたように、総合戦略人口ビジョ

ン策定することに努めなければならない

という努力義務規定が設けられています。

そして、国とか大阪府の戦略を勘案してつ

くりなさいと。いろいろ技術的な指導も事

細かく詳細に示されてつくっていくよう

にということではありますが、一方で、こ

の事務は自治事務ともいうふうに言われ

ているわけですね。その自治事務という位

置づけと、この策定の努力義務規定、それ

と総合計画とのその関連、我々どういうふ

うに考えたらいいのか、その点ちょっと整

理する意味でお教えいただけたらなとい

うことをお願いしたいと思います。 

 それから、総合計画の今回、市民意識調

査をやられてました。資料４で説明をして

いただいたんですけども、現状の総合計画

が２０１１年に策定されて１０年間の目

標で毎年評価をしながら、今回、中間評価

というような時期にきたわけですが、この
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現行の総合計画の策定時の取り組みが非

常にこの総合計画でキーワードとされて

いる協働という立場から策定作業が行わ

れてきたのではないかなというふうに認

識をしているんですね。今回と同じように

意識調査５，０００人の方を対象にやって

おられました。先ほどご説明いただきまし

たように、回収率もほぼ同じぐらいになっ

ているかと思います。 

 それから、人口移動に関するアンケート

調査もやっておられました。まちづくりに

対する意見も募集をされたり、市民団体の

方、女性団体であったり、自治会であった

り、老人クラブの皆さんなどなどの団体さ

んにもインタビューもされました。その中

で、まちづくり市民会議がつくられて、十

数回議論をされて、市に対して提言書もつ

くられています。審議会や庁内でつくられ

た基本構想案に対して審議会で議論をし

てパブリックコメントも行うなど、非常に

市民参加の機会が非常に多かったという

ふうに思います。 

 庁内でも基本構想案の趣旨説明で当時

の公室長が、まさに職員総がかりでこの基

本計画を策定していくんだということで、

それぞれの立場で幹事会であったり、策定

委員会であったり、いろいろな場面で職員

の皆さん全部で取り組んできたというよ

うな経過があって今の総合計画がつくら

れているというふうに認識をしているわ

けです。 

 総合計画の基本構想第４章で最後のと

ころですが、計画の推進に向けてというこ

とをですね、協働による計画の推進、協働

を実現するための役割、協働による計画の

進行管理というものが示されてきました。

みんなでつくった協働の力によってつく

った総合計画を協働の力によってチェッ

クをし、進行管理をし、前に進めていこう

ということであります。 

 今回、中間評価ということになります。

この中間評価をつくられるに当たって、ま

たは毎年の検証作業に当たって、こうした

策定時の市民参加、協働というものが今回

の評価にどのように生かされているのか、

ちょっと長くなってしまいましたが、そこ

をお聞かせいただきたいというふうに思

います。 

 それから、同じく協働という立場からな

んですが、今回の地方版の総合戦略策定検

証に当たって、幅広い年齢層から成る住民

を初め、産業界、市町村や国の関係行政機

関、教育機関、金融機関、労働団体、メデ

ィア、先ほど産学官とご説明をいただいた

んですけども、こうしたさまざまな分野の

方々で構成する推進組織で方向性、具体案

を審議、検討をしていくということが示さ

れていると。広く関係者の意見を反映する

ようにしていくことが重要だというふう

に書かれているわけです。これは地方版総

合戦略策定のための手引きというものに

書かれているということでありますが、今

回の総合計画の中間評価、人口ビジョン、

総合戦略の策定における策定する組織、検

証していく組織というのはどういったも

のが考えられているのか。 

 第三者機関の設置を政府内閣は非常に

重視をされているというふうに聞いてお

りますが、その中身についてお考えのとこ

ろをお聞かせをいただけたらと思います。 

 あわせて、市民参加や各界の声を集めて

いこうという計画なんですけども、あわせ

て議会との関係もその手引きの中で述べ

られています。今回もこのようにご報告を

いただいているわけですけれども、策定段

階や効果検証の段階において、地方議会に
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おいて十分な審議が行われるようにする

ことが大事だというふうに書かれていま

す。議会での今回第１回目となりますけど

も、これから計画を策定していく中で、議

会の審議機会がきちんと保障されている

のかどうかについて、そのお考えをお聞か

せをいただきたいと思います。 

 １回目は、このぐらいでお願いします。

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 ご質問にお答えい

たします。 

 まず、総合計画と人口ビジョン・総合戦

略の違いということでございますけれど

も、そもそも総合計画に全て何もかも入れ

ればそれで事足りるのもしれませんが。人

口ビジョン・総合戦略というのは、地域創

生であったり、具体的な人口減少抑制に特

化したものでございますし、具体的な数値

目標も入れるものでございますので、その

部分が総合計画とは異なってまいります。 

 それと、いろいろせんだって政策推進課

長が北摂みんな集まる会議がございまし

た。そこで本音の話も出たんですけれども、

どこの市も正直、人口減少にはかなり焦っ

ている、脅威に感じているという状況がご

ざいます。都市間競争という言葉、非常に

最近よく聞こえてくるんですけれども、ど

この市でもあってもここから先は都市間

競争であるというところで、具体的に市の

いいところ、市の魅力、市の強み、それを

発信していって何とか転入者をふやした

い、または出生率を高めたいというふうに

取り組んでまいります。 

 その中で、総合計画にいろいろ定めるに

は、やっぱり限界ございますので、総合計

画にもその部分は多少関連性ございます

ので、当然触れてまいりますけれども、こ

の際、その人口減少抑制に特化した人口ビ

ジョンであったり、総合戦略というのを定

めるべきというふうに我々考えておりま

す。 

 それとあと、協働して市民参画で今の総

合計画、平成２３年当時つくらせていただ

いたんですけれども、今回の資料４、第４

次摂津市総合計画中間評価総括表報告書

の中で、５０の施策と同じレイアウトで載

ってるんですけども、例えば私、例に挙げ

ました中で、３ページの真ん中ぐらいにち

ょうど４として３ページの４、協働の取り

組みとして特に実施したことという欄を

設けております。これ５０の施策全てこう

いう形で協働でどういうふうにしました

か、この５年間どういうふうに取り組みま

したかというところ必ず記載するように

しておりまして、役所だけではなくて市民

の方も事業者の方も一緒にみんなで定め

たこの４次総計をみんなで実施していき

ましょうというところをこの部分で書く

５０の施策全て検証させていただいてお

ります。 

 それと、策定当時、随分市民の方集まっ

ていただいたり、いろいろ皆さんにお手間

を頂戴して策定したものでございます。こ

れ、そもそも１０年間目指してつくってお

りますので市民の方の心、気持ちのこもっ

たこの総合計画１０年間、平成３２年度ま

で大切に使いたいと、使うべきものでござ

います。 

 ただ、時代は流れます。ことし中間年度

でございますので、時代が流れてしまって

ちょっと時代に変化が出たところであり

ますとか、また、大きな目玉施策で全然そ

の当時は考えてなかったようなところが

あれば、また総合計画に溶け込ませたいと。

本年度は、あくまでも中間評価というとこ

ろでございます。 
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 あと、この人口ビジョンと総合戦略を定

める中で、産官学と私、申しましたけれど

も、具体的に例えば産業界でしたら商工会

であったり、行政でしたら茨木の職安であ

ったり、あと政府系金融機関でありました

り、大学の先生でありましたり、自治会の

代表様、現役の子育て世代の子育てサーク

ルの役員さんなどに集まっていただいて、

これは意見を聴取する場でございますの

で、皆さんで一つの結論を出すというもの

ではございませんが、皆さんそれぞれ思っ

たことを自由に我々意見として頂戴させ

てくださいという形で、せんだってアンケ

ートをとってまいりました。またちょっと

ご都合許す方は集まっていただいて、紙だ

けでもらったら我々聞きたいことも聞け

ませんので、いろいろと突っ込んでお話を

聞かせてもらう場を設けまして、そういう

形でそれぞれの立場の方のご意見頂戴い

たしまして、摂津市の強みはこうやからも

っとこうしたほうがいいんじゃないかと

か、いや、ちょっとこの辺はもっとこうあ

るべきやと思いますよという意見、貴重な

ご意見頂戴いたしました。またこれは次回

来年にも予定しております。 

 あと、今後の議会の皆さんへのご意見を

頂戴したいと我々考えておりまして、また

後半で今後の予定というところで申し上

げたいんですけれども、随時、進捗状況に

応じましてご意見頂戴したいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 総合計画と総合戦略との

違いですけど、ちょっとお話をいただいた

わけですが、総合計画はやはり摂津市のま

ちづくりの一番の最上位の計画であると

ともに、市民参加でいろいろな我々も意見、

当時反対をしておりましたけども、いろい

ろな意見を持ち寄った上でつくられてき

たものであって、それを毎年検証していく

と。中間評価で時代の変化、経済環境の変

化に合わせて改訂版をつくっていくとい

うことでありますから、みんなでつくった

ものであれば、やはりみんなに意見を、今

回は意識調査をやられましたけども、策定

時と比べると、市民参加の仕組みというの

が非常に弱いんじゃないかと感じたもの

ですからお伺いをしたわけです。 

 経済環境の違いが出てくるというよう

なお話がありましたが、この自治事務とい

う義務にもかかわらず、政府のほうがいろ

いろ法律によって自治体に縛りをかける。

国が府の総合戦略を緩和をして、そういっ

た縛りがかかると。詳細な技術的な指導も

されて縛りをかける。 

 さらに言えば、今後この総合戦略が国の

政策にかなったものをやることによって

財源的にも縛りをかけていくということ

でいいますと、いわゆるアベノミクスの評

価はいろいろありますが、大企業や巨大企

業には利益は回ってるけども、一般地域社

会、中小企業、地域の自治体におりてこな

い。アベノミクスはうまいこといってない

中で、今回それを目先を変えるための、こ

れは私の考えですけども、目先を変えるた

めに地方が人口がなくなる、消滅するよと

いうような非常にセンセーショナルな文

書を出したことによって、おっしゃいまし

た地方自治体同士で競争をし合うと、お互

いにつぶし合うようなものになってしま

うところに我々が誘導されていくんでは

ないかというところを私は非常に危惧す

るわけです。 

 しかし、自治事務でもありますし、市民

の意見を聞いてやっていくからには、摂津
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市ならではのきちんとした計画を立てて

いくということが非常に大事だと思うん

ですね。新交付金であるとか、地方創生補

助金であるとか、政策的な経費であるとか、

いろいろなことが叫ばれています。 

 今回は、地方創生とは別に１億総活躍何

とかというものまでいろいろその都度、政

府内閣が方針を出してきているわけです

けども、そういったものに縛られるという

んでしょうかね、そういったものを唯々

諾々と受け入れて自治体間競争の中に突

っ込んでいくことによって市民が置き去

りになっていく、摂津市ならではのまちづ

くりが置き去りになっていくということ

を私は大変心配をしているわけです。その

点についての考え方をもう１回お聞かせ

いただけたらというふうに思います。 

 それから、進行管理についてですが、お

話されたんですけども、この間の毎年の協

働の進行管理というものがどんなふうに

やってこられたんでしょうかね。せっかく

市民まちづくり会議が組織されて、審議会

も公募の市民の皆さん方がそれぞれ縦横

に意見を述べられて策定されたものであ

りますけども、毎年の検証について、毎回

分厚い冊子で評価書をつくって議会にも

示していただいてるかと思いますが、そう

いったその評価についてどんな手法をも

って評価をされてきたのか、今回の中間評

価についてもどういった手法がとられて

いるのか。協働という精神がきちんと生か

されたようなものになっていないんじゃ

ないかということが感じておりますので、

その点について、もう一度お聞かせいただ

きたいと思います。 

 議会の関与についてですが、スケジュー

ルは後ほどということでしたので、また後

ほどお伺いしたいと思いますが、スケジュ

ール案を見ますと、ゴールが決められてい

るのかどうかわかりませんけども、３回ほ

どの議論になっているかと思うんですね。

非常にタイトなスケジュールになってい

るんですけども、またちょっと後ほどお願

いをしておきたいと思います。 

 それで、この市民意識調査でこのように

満足度、期待度であるとか、市民の皆さん

の摂津市に対するイメージであるとか、ま

ちづくりに対する考え方などがここに示

されているわけですけども、自由記述とい

う点で、もう１，０００件を超す自由記述

があるというふうにここにご報告されて

ます。分野ごとに約何件ということでお示

しをいただいているわけですけども、その

自由記述の中身について、やはりそれもき

ちんと明らかにしていただきたいなとい

うふうに思うんです。ちょっとその明らか

にしていただきたいので、そのお考えを、

膨大な量になるのかもしれませんが、今回

はこの項目に何件というような形でのご

報告の資料ですけども、自由記述こそ市民

の皆さんの率直な思いがあらわれている

のではないかなというふうに思いますの

で、それをぜひお願いをしたいと思います

が、いかがでしょうか、お願いをいたしま

す。 

 それから、ちょっと１点、個別の話にな

るんですけども、今回の市民意識調査を行

われたときに、未婚者の方の調査がありま

した。結婚する予定はありますか、子ども

は何人欲しいですか。人口の推移を調べる

ためには必要だということかもしれませ

んが、結婚であるとか、出産であるとか、

それは個々個人の生き方にかかわる問題

であって、それを乱暴な聞き方をするとい

うのは、やはり問題があったのではないか

な。市民の方からも、どうしてこんな質問
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がされるのかというような意見も私ども

のところにも届けられていました。 

 現に、質問の回答を見ても無回答が半分

ぐらいになっているような結果でもあり

ますが、その点の女性に限らず老若男女、

男性、女性含めて未婚者の結婚に関する生

き方にかかわるような質問についての今

回の行われ方について、ちょっと一度お話

しいただけたらと思うんです。 

 報告の中には、少し文章を示されて、人

生にかかわって踏み込んだ質問をしまし

たということで書かれてはいるんですけ

ども、その点について、ちょっとどんなふ

うにお考えになっておられるのか、お聞か

せをいただけたらなと思います。 

 それから委員長、きょうは大まかなもの

でいいのか、それとも、きょうご説明いた

だいた個々の意識調査の個別の問題にま

で踏み込んでさせていただいてもよろし

いんでしょうか。 

○三好義治委員長 いいですよ。 

○安藤薫委員 それでは、意識調査の個別

の事案と中間報告との関連について、幾つ

かお聞きしておきたいと思います。 

 たくさんありますので全てお聞きする

わけにはいかないんですけども、先ほどご

説明がありましたように、市民の方の期待

度が高くて満足度が低いギャップの大き

なものについてご紹介いただきました。 

 市民の願うまちと総合計画の個別施策

との間にかみ合ってない、そごがあるとい

うものではないかなというふうに思うん

ですね。これは検証し直す必要があるとい

うふうに私は思うんですけども、例えばギ

ャップで一番多かったのは、先ほどもあり

ましたように、道路が安全で移動しやすい

まちにしますと２４ページにあります。 

 三つの指標、目標設定が示されています。

都市計画道路の整備率、歩道段差切り下げ

解消箇所の改良率、交通バリアフリー道路

特定事業計画に基づく歩道整備の進捗率、

どれも平成３２年最終年度の目標値より

も現状が上回ってい到達率になっている

わけですが、果たして市民の皆さんが望ん

でいる安全な道路というものは、こういっ

た指標だけで図れるものなんだろうかど

うか。指標そのものをもう少し見直さない

と、市民の皆さんが期待しているのに不満

が多いという今の危険な道路の改善とい

う安全な道路のまちにするという一番の

目標が達成できないのではないかなと思

うんですけども、その点のお考えを聞かせ

ていただきたい。 

 ギャップの２番、安心して医療が受けら

れるまちにする。この間の医療負担増への

不安、それから、千里救命救急センターへ

の運営補助金が大阪府の補助金は廃止さ

れてしまって、数年前は搬送先が見つから

ない痛ましい事件も起きました。もしもの

ときにすぐにお医者さんに行けるのかど

うか、救急医療体制が整っているのかどう

か、こういった不安がこのギャップにつな

がっていくのかなと思いますが、この点の

お考え。 

 ギャップの３番、安心して介護を受けな

がら生活できるまちにします。これについ

ても、指標は保険給付の適正化という視点

がメーンになっていますが、実際私どもが

地域の中で市民の皆さんから起きする言

葉、そして今回の意識調査の中であらわれ

ているのは、やはり高い保険料の負担であ

ったり、利用料の負担の問題、住宅事情や

家族の事情によって在宅での介護が受け

られず、入所をしたいけれども施設がいっ

ぱいである。介護保険制度の改定によって

介護度の低い人は施設に入れない、追い出
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しされるのではないかというような不安

がこのギャップにあらわれているのでは

ないか。こういう点でもいっても、この総

合計画が目指すまちづくりと進めている

政策や施策、指標としている個別の問題に

大きなそごがあるのではないかなという

ふうに思うんですね。その点どのようにお

考えになっているのか、これは見直してい

くべきではないかなと思いますがいかが

でしょうか。 

 それから、まちづくりの目標を何度も言

いますが、市民が元気に活動するまち、一

番最初のところです。政策１、市民が活躍

するまちにする。三つありましたかね、み

んなが協働するまちにします。市民活動が

活発なまちにします。市民と行政の情報共

有ができるまちにしますと。協働がキーワ

ードとなって総合計画にふさわしく一番

最初に掲げられているものであります。

個々の指標などを見てみますと、公募市民

の参加率６．６７％になっております。目

標との間には大きく差があります。自治会

加入率の実績、これはずっと微減状態にな

っております。目標７０％です。市立集会

所の利用率４１．５％、これは目標４７％

になっています。それぞれ数字は大きな差

はないんですが、こうした市民の皆さんが

まちづくりに積極的に参加をしていくと

いうことの結果しかあらわれてなくて、具

体的にどんなことをやってこられている

のか、そういったことが、ここにも書かれ

ているとおっしゃるかもしれませんが、こ

の数字にはあらわれてないような気がし

ます。 

 とりわけ、市民と行政の情報共有ができ

るまちにするという点では、例えば市民意

識調査で市の情報提供に満足と回答する

割合どうなのか、今回初めて調査を行われ、

今回で意識調査だと思いますが、実績は２

３．１％です。公開している会議の割合が

７３％です。目標値にはまだ及んでいませ

ん。市民の声に対して解決できた割合が３

９．８％というふうになっておりますが、

あわせて、この間の毎年の評価の中には、

市民の皆さんに市政の中身をお知らせし

て意見を聞くパブリックコメントが実施

できたという評価がされてきました。パブ

リックコメントにおいても期間が非常に

短いのと、それから市民の皆さんから寄せ

られている声がゼロ件という計画もあり

ます。そういったものについての評価はど

ういうふうにお考えになっているのか。 

 この協働というテーマのこのまちづく

りの目標に対しての施策が果たしてこの

ままでいいのかどうなのか、目標設定はど

うなのか、進め方が適切であるのかどうか

ということについてお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、公共交通が便利なまちにしま

すとあります。まちづくりの目標が２番の

政策１の施策の５番、２８ページにありま

す。三つの手法の中で公共施設巡回バス、

１日平均の乗車数というものが掲げられ

ています。平成２４年から実績が少しずつ

減ってきています。多くの鳥飼の交通不便

地域の皆さんは、市役所への道、駅までの

道のり、何とかバスを走らせてほしいとい

う声がたくさん出されてきましたが、コー

スの変更もありました、途中で。利用者数

が減ってきていることについて、どうお考

えなのか。こういった公共交通が便利なま

ちにしてほしいという声にどうこたえて

いくのか、ぜひお聞かせをいただきたいと

思うんです。市外に移りたい理由のトップ

にも挙がっています。 

 ここの中間報告の中にも取り組みの現
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状として懇談会を開いた、また自治会の役

員さんとか老人クラブの役員さんからも

お話を伺った、しかし施策は余り変わって

いない。しかし、不満度が高い。市外に出

ていく理由のトップに立っている。何かし

らにやはり施策や具体的な指標が目標と

の間にそごが、かみ合っていないんではな

いかなと思いますが、どうお考えでしょう

か。見直すべきだと思います。 

 以上、ちょっと個別の５項目ほど、ちょ

っとピックアップして紹介して質問をさ

せていただきました。よろしくお願いしま

す。 

○川西政策推進課長 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 まず、総合戦略を定める上で国のアベノ

ミクスとの関係は、また自治体同士のつぶ

し合いになるのではないかと懸念されて

おられるお話なんですけれども、まずアベ

ノミクス、経済活性化であったり、国の中

の活性化というところもあるんでしょう

けれども、今回は国は人口がまずありきで

す。我々はそう考えています。人口ありき

で何とか国のほうでは２０６０年に人口

１億人を切らないようにというところか

ら、そもそもこの話が出ておりますので、

直接アベノミクスは私が考えますに、短期

的なものだと思います。もっと人口ビジョ

ンを長いスパンで考えることであるのか

なというふうに私は分析しております。 

 そして、またこういうふうに総合戦略、

どこの市も組むんですけれども、自治体同

士のつぶし合いには、そこに市民が置き去

りになるのではないかというご懸念のお

話なんですけれども、私、自治体同士が競

い合うのはプラスかマイナスかというこ

とならば、これはプラスであると。いいと

ころを伸ばす、魅力を伸ばすというところ

ですから、そこに例えば切り捨てるという

発想は我々はないです。 

 ですので、自治体同士でそれぞれ持ち味

を出して、例えば地域的な特色を出しなが

ら、個性豊かな地域をつくっていくという

のは、私はいい話じゃないかなと考えてお

ります。 

 これもまた北摂の課長会で出た話なん

ですけれども、つくらないかんと考えた市

はないというふうにそのときは思いまし

た。もう当然みんな人口が減る、やばい、

そこに国のほうが人口ビジョンと総合戦

略、当然つくるというそういう議論でござ

いました。 

 ですから、我々も当然人口減少に大きな

懸念を持っておりますので人口ビジョン

をつくってまいりますし、そこで市民が置

き去りになるとか、置き去りにするような

まねは決していたしません。 

 そういたしまして、あと次のご質問なん

ですけれども、この総合計画が５年たちま

して、５年の見直し、資料でいうところの

資料４ですね、このつくる過程なんですけ

れども、これはことしに入りましてつくり

出したんですけれども、つくっている主体

となっているのは、やはり担当課の一番仕

事がわかっているレベルでございます。所

属長も当然つくりますけれども、実際、そ

の実務をやっている者がこの施策はどう

やったのか、また５０しか施策がございま

せんので、一つの施策でも複数の部署をか

なりまたいでいます。複数の部署をまたい

でいますので、先ほどご説明いたしました

策定委員会の下に作業部会、係長級が中心

になって各部から１人程度選抜してるん

ですけども、ちょっとその職員に汗をかい

てもらいまして、各課にまたがっている施

策などは行ったり来たりしてもらいなが
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ら、この施策はこっちの部署ではこういう

ことをやっててどういうふうになってい

る、また違う部署ではこういう取り組みを

やっててこういう結果が出てる。そのあた

りを取りまとめる作業をしていただきま

した。 

 また、後ほど実務担当のほうから毎年毎

年、数字を出したりしていますので、その

あたりの成り行きはまたご説明いたしま

す。 

 それと、自由筆記の欄でございます。自

由筆記の欄を私はきょう持ってきておる

んですけれども、相当な量がございまして、

皆さん本当にここにこそ生の声があると、

私はずっと全部目を通しましたけど思い

ました。 

 例えば、一つ例にとりましたら、一つ目

の都市機能と魅力というところなんです

けれども、一番大きかったのは、「駅前な

のに寂しい」であったり、「駅前なのに店

がそれほどない」であったり、もうふだん

日常生活されている中で「これちょっとこ

うやん」というところをなかなか市民の目

線で書いていただいてますので、これはま

たちょっとどういう形でどう公開するか

はわかりませんが、ちょっとこれはちょっ

とまずいというと怒られますけども、固有

名詞で書かれているとことかは当然伏せ

ますけれども、何らか工夫して見ていただ

いたり、我々まちづくりの大きなヒントに

させていただかなあかん重要な資料だと

考えております。本当に生の声がいっぱい

入ってます。 

 それと、市民意識調査４，５００人に対

してやる中で、２０年度にやったものと今

回２７年度にやったものの中で大きく違

うところは、未婚者の方に対して結婚と出

産の意識を問うています。これは、国のほ

うから、また大阪府のほうからこの辺は入

れてほしいというお話がございましたの

で、入れたものでございます。目的は、そ

れこそ人口ビジョンを定める上で、今後結

婚、または出産をどう考えておられるのか

というところを、我々生の数字を把握した

かったというところでございます。 

 ここで議員おっしゃるように、ちょっと

聞き方が唐突な部分もございまして、その

部分、子どもの数の部分は、ご希望される

お子さんの数はどれぐらいですかという

ところは、無回答の方が若干多かったよう

に感じております。その部分、我々かなり

つくるときにも議論がありまして、未婚者

の方に全て聞いたら、この年齢、７９歳ま

でアンケートをとりますので、高齢の方に

もアンケートをとることになる。逆に、例

えば出産できるような年齢の方に問うて

しまうと、昨今、女性の方でも不妊治療で

結構年齢が上のほうでも生まれている方

もメディア等で聞きますので、それはそれ

で線引きがしにくいという、そういう形で

ジレンマがございました。 

 その中で、もう未婚の方全てに聞くとい

う方向で、未婚の方の男女それぞれ、未婚

の方は回答をお願いしますという形で聞

かせていただくことになりました。 

 ただ、回答率が低いところをもってして

も、ちょっとこれは唐突で、若干問題もあ

ったと考えております。反省しておるとこ

ろでございますので、今回の報告書の冒頭

のところに、「こういう形で聞かせていた

だきました、ご協力ありがとうございまし

た。ちょっと唐突な部分もございました」

という形で文章を入れさせていただいて

おります。 

 それと、意識調査の次のご質問で、個別

のご質問でございますけれども、指標がち



- 21 - 

 

ょっと理にかなってないところもあるや

というお話でございます。指標の設定とい

うのは平成２３年度につくったときから

この指標でずっとやっているんですけれ

ども、なかなか指標を途中で変えると評価

がしにくい、進捗状況であったり、評価が

しにくいので、平成２３年度のときの評価

をそのまま、指標そのまま今使っている状

態にございます。 

 その中で、例えば一つ、「市民が活躍で

きるまちにします」、情報共有というとこ

ろですね。ちょっとそこを例にとらせてい

ただきますと、資料４の１３ページをごら

んください。１２ページ、１３ページ、市

長公室の中でご答弁できるところといた

しまして、１２ページ、１３ページ、施策

のタイトルといたしましては、「市民と行

政の情報共有ができるまちにします」とい

うことで、市長公室の中では広報課が担当

しておりましたり、また市民相談でしたら

市民活動支援課であったり、自治振興課で

あったりが所管しているところでござい

ます。 

 指標といたしましては、市のホームペー

ジのアクセス数でありましたり、市民意識

調査で満足と回答した方の割合でありま

したり、情報公開した割合であったり、市

民の声に対して解決できた数等を上げさ

せていただいております。この指標がもう

これでずばり全て活動をあらわしている

のかといえば、なかなか厳しい分もあるか

もしれませんが、ただ我々としては大きく

は外してないつもりでここに書かせてい

ただいてます。 

 １３ページ、この施策全体の評価という

ことで三角とつけておるんですけれども、

この施策につきましては、例えば広報せっ

つの１５日号が６割ぐらいの市民の方に

しか届いていない、これは自治会配布でご

ざいますので。それとか、あと今ちょっと

はやりのＳＮＳですね。たまにやられてい

る市もありますが、そのあたり、まだ摂津

市がそれほどまだ一歩踏み出せてないと

いうところで、施策全体の評価といたしま

しては三角という形でつけております。 

 こういう形で、正直に反省すべき点も挙

げまして、これから後半のつくり込みに入

りたいと考えております。 

○三好義治委員長 個別の問題の答弁を

していただいたんやけども、安藤委員は、

これまでどういうふうな施策展開をやっ

てきたのかというのが１点と、もう１点は

今後どうしていくんやというやつは、今後

についてはまたあと日程を設定した中で

そのときに組み込んでもらうけど、これま

での施策的な展開がどうであったかとい

う部分は、今反省してから、今後それを見

直していくということでいいのかな。 

 川西課長。 

○川西政策推進課長 そうです。 

○三好義治委員長 安藤委員、それでいい

ですか。個別で質問されとったんだけど、

ギャップとの違いについて総括で答弁し

てくれてるから。もう一回質問してくださ

い。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 今後の議論の中でまた深

めていきたいですし、ここの分野で本当は

一つ一つ、前回の総合計画基本構想で当時

は議決案件とされておりましたから、章ご

とに細かな議論をやって、最終的には議決

をしたという経過があります。今回は議決

案件にはなっておりませんし、賛成、反対

という表決もとらないと。報告をいただい

て、意見を申し上げるという場でもありま

すので、きょうはこのまちづくりの目標に
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対して施策が市民の思いとやっぱり一致

してないんではないかと思われる点につ

いてちょっと幾つか出させていただいた

ので、そちらについてまた精査をしていた

だいて、次回といいますか、具体的なこれ

案ですね、今度の。これが改訂版に変わり、

総合戦略の素案になっていくんだと思い

ますから、そこの中に具体的にこういうこ

とでこういうふうに変えられていくんだ

と。もしくは、私が言うことは当たらない

というのであれば当たらないということ

で、こうだからこうだというようなことで、

明確にまた今後、お答えをいただけたらと

いうふうに思いますので、今、少し例を出

しましたけれども、その点も含めて、ほか

の部分についてもちょっとチェックして

いただけたらなということをお願いして

おきたいというふうに思います。 

 それで、総合計画、今度総合戦略はアベ

ノミクスとは直接関係はなくて、要は人口

減少、２０６０年にはこれだけの人口が減

っていく中で、これでは日本はやっていけ

ないよと、そういう危機感からのものだと

いうことで川西課長がご説明をいただい

たわけですけれども、現に国のほうの政策

誘導というものは、実際にこれからどんど

ん出てくるかと思うんですね。公的な仕事

の産業化であるとか、効率化であるとか、

民間開放であるとか、これ住民サービスに

直結していくような中身になっています。

地域が、先ほどありました介護保険でも、

介護保険の給付、国民健康保険の保険給付

の適正化、こういったところに焦点が当た

っていくことによって、人口をふやすとい

う名目のもとで実際にやられていること

は、市民サービスの削減であったり、自治

体として誇りを持って市民と相対して提

供してきたサービスについても、自治体間

の競争の中で、持続可能な制度の構築とい

う名のもとに、制度そのものが後退してい

くんではないかということは、この新交付

金の考え方であったりとか、今後出てくる

地方創生の補助金の考え方であったり、ト

ップランナー方式などというのも報じら

れておりますけども、まさに自治体の中で

初めてのことをやって、どれだけ効率的な

運用をやったかによって財源のつき方が

変わってくるという政策誘導がちゃんと

バックにあるじゃないですか。 

 そういうことを考えたときに、私、今回

の地方総合戦略を摂津版をつくるなとい

うことは決して言うてません。つくるから

には、摂津市の市民の皆さんの声や、これ

までの自治体の皆さんの努力の到達点、そ

れからこれからに向けてそれこそ産官学

ですか、いろんな人の声を聞いて、摂津市

の市民やまちづくりにとってよりよいも

の、摂津市ならではの独自のものをつくっ

ていってほしいという立場で申し上げた

わけなんですね。 

 そういう点でいうと、国や大阪府の総合

戦略というものを勘案はするけれども、し

かし摂津市独自の観点はきっちりと持た

ないといけないんではないかというふう

に思うわけなんですが、その点だけもう一

回、そういうお考えでいいのか、いや、も

う摂津市だけの独自の観点というのはな

かなか難しいと。やっぱりよその市との関

係もあるし、国からもこういった政策的な

誘導もあるしということで、それはできま

せんというのか、そこにやっぱり大きな違

いが、これからの議論の中に大きな違いが

出てくると思いますので、その辺、姿勢で

すね。摂津市独自の、摂津市ならではの。 

 小さくてコンパクトなまち摂津という

のも、これ提言の中にありましたね。小さ



- 23 - 

 

いからこそできる摂津市ならではのよさ、

これをどう生かしていくのか、総合計画の

中でうたわれているものも、総合戦略とし

っかりとリンクさせながらつくっていく

必要があるというふうに思っているんで

すけど、その観点からもう一度お聞かせを

いただけたらなというふうに思います。 

 それから、最後に、総合計画のときにで

も申し上げてきましたが、総合計画と同時

に並行して進められてきた第４次行財政

改革、それから先般ロードマップも示され

た第５次行革が、市民の願い、市民が求め

るまちづくり、方向性と必ずしも一致しな

いと、矛盾する点が多々あるのではないか

ということをこれまでも指摘をしてまい

りました。その点についてどうお考えなの

か。 

 今回の総合計画の中間見直し、中間評価、

市民意識調査をやって、いろんな人の意見

を取り入れながら策定していく中で、これ

は間違っているな、方向を間違えているな

と、ちょっとかみ合ってないなというもの

は、先ほども見直していくということをお

っしゃられましたけども、そういったもの

と同じように、行革も総合計画の改訂版を

つくっていくわけですから、行革について

も同じように見直しをしていくというこ

とは当然なければならないというふうに

思いますけど、その点のお考え方をお聞か

せいただきたいと思います。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 まず、総合戦略、摂津市の独自性を発揮

するのか、それとも国の言いなりかという

ことなんですけれども、これは摂津市の独

自性でございます。国のほうが示している

目標なんですけれども、国の目標、先ほど

ご説明いたしましたように、地方における

安定した雇用の創出でありましたり、地方

への新しい人の流れをつくる、若い世代の

結婚、出産、子育ての希望をかなえる。時

代に合った地域をつくり安心な暮らしを

守るとともに、地域と地域を結ぶ。このあ

たりばくっとしておりますので、まだこれ

から作成するものなんですけれども、総合

戦略は、私は無理せず摂津市のいいところ

をさらに伸ばす、摂津市の持ち味、摂津市

ならではの総合戦略をつくるというのが

一番僕はいい形だと考えております。 

 そんな中で、摂津市がコンパクトであっ

たり、産業が集積してたり、または若い世

代の転入が多かったり、いろいろございま

すけれども、そのあたりをさらに伸ばして、

ちょっとしんどい部分、子育て世代の転出

がちょっと多いかなというところをいか

に歯どめをかけるか、このあたりが軸足に

置くべきところだと考えております。 

 ここから先の総合戦略のお話は、またこ

こから埋めていくものなんですけれども、

もうおおよそ皆さん、我々も考えておる摂

津の持ち味、摂津市のいいところ、摂津市

ならではのところというところが、もうま

ずベースにあるお話でございます。 

 続きまして、５次行革、市民の考えとず

れていて、見直さないのかというところな

んですけれども、５次行革の中には市民の

方がご負担する部分もありますし、逆に情

報発信であったり、ブランド戦略であった

り、また新しい財源を新しくシフトする先

のことも書かせていただいてます。 

 行革の中に時代の流れに応じて見直す

こともありますという一文も、ロードマッ

プの中には添えてたんですけれども、まず

はやりたいと。行革でございますので、意

見も頂戴しながら、これは粛々と進められ



- 24 - 

 

るところは何とか進めたいというのが

我々の考え方でございます。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 きょうはこれぐらいにし

ておきたいと思うんですけども、まず１点、

やはり今後摂津市ならではの、摂津市独自

の小さなまちであればこそ、コンパクトシ

ティ摂津市のよさを生かしていく。今、少

しご紹介いただいた摂津市のいいところ

を伸ばしていくということで議論をして

つくっていくということですので、ぜひそ

ういった視点でやっていただきたいと思

うんですけど、やはりそこの中にどれだけ

市民のたくさんの声を反映させていくの

か、その反映をするための仕組みですね。 

 計画素案ができて、パブリックコメント

を出して、それで返ってきたもの、それで

おしまいということでは、この総合計画を

つくってきた策定経過、そして協働を一番

のキーワードに掲げている摂津市のまち

づくりの目標という点では、非常に僕はお

そまつだというふうに思います。 

 やはり協働の視点で、策定のときと同じ

ことをやれということではありませんが、

より広い方々から、そしていろいろな団体

の役員の声もそうですけども、意識調査で

はそういったところから出てこないよう

な声も上がっているわけですね。公共交通

に対しての不満足度というのはそういっ

たところにあらわれてると思うんです。そ

ういった声をどう吸い上げていくのか。そ

れの仕組みをつくるということも、策定す

る総合戦略のものも一体的な取り組みだ

というふうに思うんです。 

 ですから、協働と皆さんが盛んに協働、

協働という言葉をおっしゃっていますか

ら、やはり協働という精神をどう今回の計

画策定に生かしていくのかというのは問

われていると思いますから、その点、ぜひ

どう考えているのか、公室長からお聞かせ

いただきたいというふうに思います。 

 それから、そういった声をお聞きした結

果をどう分析するのかということも、その

分析の仕方も、やはりいろんな人の意見を

聞かないと非常に多面的な声が非常に一

面的なものになりかねないんじゃないか

なというふうに思うんですね。 

 例えば、この資料５－１で、意識調査の

中にありますが、５８ページに、施策ごと

の満足度、期待度の全体像ということで取

りまとめをしていただいておるんですね。

これは実際に出てきた数値に対して担当

の方が一定の評価をされているかと思う

んですけども、チミツだけではなくて、こ

こに例えば真ん中あたりに４１市民によ

る文化交流活動が活発なまちにしますな

どが低く、市民は文化振興や市民全体のま

ちづくり、地方分権に余り興味がないこと

がうかがえるということですね。興味があ

るのかないのか。これ数字からだけではわ

からないものですね。低いのは低い、だけ

どそれが興味があるのかないのかという、

その辺は幅広くいろいろ意見を聴取した

上で、こういった表現をしていく必要があ

るんじゃないかなというふうに思うんで

す。 

 これはどんな意図で書いたかどうかと

いうのは、もうそれは結構です。私のほう

はそういうふうにとりましたので、そうい

うふうにとられるような形になってはい

けないと思いますので、その点についても

協働の精神と仕組みをそのような形でや

っていただきたいということをお願いし

ておきたい。見解を公室長からお聞かせい

ただきたい。 

 それから、自由記述については膨大な量
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ですけれども、課長がおっしゃっていただ

いたように、そこに生の声があると思いま

す。公表の仕方については、個人名などプ

ライバシーにかかわる問題についてはも

ちろん伏せていただきながら、できる限り

そのままの形で我々に閲覧をさせていた

だく、もしくは公表していただくことが大

切ではないかなと思いますので、何らかの

形で早急にいただきたいということをお

願いしておきます。 

○三好義治委員長 資料請求の件につい

ては、表題をつくりながら大きな項目で出

せる点、全部は大変だと思うので、上から

１０位ぐらいまで、生の声を出していただ

くようなことを要請しときます。 

 それと、公室長、庁内対策も含めて、こ

れからの意見集約をどうしていくかを含

めて、答弁をお願いできますか。 

○乾市長公室長 協働の精神を生かして

どのように今度の総計の見直し等を行っ

ていくのかということでございます。 

 一番最初に、川西課長のほうから今度の

総計の改訂版の策定の仕方、あるいは総合

戦略等の策定の仕方、その体制について、

庁内の組織、そこに係長級等を主体とした

下位組織をつくって議論をいろいろして

いきたいというふうなことも申しており

ました。 

 そもそも協働というのは一体何ぞやと

いうふうなことにもかかわる問題なんで

すけども、協働といいますのは、必ずしも

市と市民が同じことを一緒にするという

ものではございませんで、目標は例えばよ

い摂津市をつくるという目標を設定した

場合、その同じ目標に向かって市民と自治

体の職員、市ですね、市がそれぞれの立場

から、それぞれのできることを取り組んで、

そして同じ目標の達成に寄与していこう

とするものでございますので、必ずしも一

緒に作業をするということに限ったもの

ではございません。 

 ただ、やっぱり今度の総合計画の見直し

に当たりましては、やはり市民意識調査も

かなり行っておりますけども、さらにもち

ろんパブリックコメントも当然最後に予

定いたしますけども、それ以外に、市民懇

談会等の場も設定したいというふうには

考えておりますので、実際に「まち・ひと・

しごと・創生」の懇談会等はつくっており

ますので、市民の意見もさらに聞けるよう

な場を検討してまいりたいとこのように

考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今回、市民意識調査を

されまして、実際に摂津市にお住まいの方

の感覚もこの中でしっかりとうかがえる

ようになっておりますし、また摂津市に転

入された方、逆に摂津市から転出された方

の声も聞かれておられまして、非常にこれ

は今回出てきたデータというのは、非常に

貴重な、そしてまたもろもろがありますし、

非常に的を射た取り組みじゃなかったの

かなというふうに改めて思っております。 

 その中で出てきた、例えば住環境に対す

る要望というか、満足してない声が多いで

ありますとか、あるいは交通の便に対して

非常に満足されてない方が多いというよ

うなことについては、しっかりと真摯に受

けとめていただいて、そこは総合計画の基

本計画の中で盛り込んでいただきたいな

というように思うところであります。 

 その一方で、総合戦略といったものをつ

くっていくときに何を大事にするのかと

いったことについては、川西課長もおっし
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ゃっておられましたけれども、やはり摂津

市独自の、摂津市の置かれた状況といった

ものを考えた中で、これら的を射たものを

つくっていただきたいなというふうに思

います。 

 この中で出てきてるので端的にわかる

と思うんですけれども、実際に、摂津市を

選んで住まれた方というのは、吹田市、あ

るいは茨木市といったものと比較検討さ

れて摂津市に住まれているわけですよね。 

 例えば仕事の関係とかで東京に行かれ

るというような場合を除いて、近隣で摂津

市から転出されていられる方も、やはり吹

田であるとか茨木であるとか、近隣に越さ

れている方が非常に多いというようなこ

ともあるわけで、ということは摂津市が人

口といったものを考えた中で総合戦略を

打っていくとなると、私はまず徹底やるべ

きことは、吹田市であるとか茨木市のまち

の状況ですね。それは行政としても取り組

みもそうですし、いろいろな要因を考えた

中で、しっかりと分析をしていくと。その

中で摂津市がじゃあどこであるならば勝

負ができるのかといったことを明らかに

していくということが、私は本当に人口と

いったものを考えたときに的を射た総合

戦略をつくる近道じゃないのかなという

ように思っております。 

 それは川西課長が摂津市ならではの総

合戦略とおっしゃっておられましたので、

そこに含まれているのかなというふうに

思っておりますが、私はそういった視点を

持ちながら、まず分析をしていくと。本当

に摂津市の強みがどこにあるのか、どこで

勝負していくのかということについて、や

はりしっかりと分析した中で、それが総合

戦略の中であらわれてくるといったもの

が最も適切なのかなと思っておりますが、

少しその辺のご認識について一度お聞か

せいただきたいと思います。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 ずばり申し上げましたら、人口移動に関

しましては、茨木市、吹田市がライバルで

す。これはもう間違いないことです。 

 何回も同じ話をしますけども、北摂で政

策推進課長が集まったときに、北摂市とい

うのが仮にあったとしたら、人口は変わら

ないねと。結局吹田市も茨木市も自分ら北

摂の中で人口が回っているというのをよ

くわかってます。これはうちだけじゃなく

て、吹田市、茨木市も認識しているという

ふうに、そんな話も出てまいりました。 

 その中で、吹田市、茨木市に対して摂津

市がどうあるべきなのか、今後分析してま

いりますけれども、ここで資料なんですけ

れども、資料６－１ですね。資料６－１の

６ページをごらんください。ちょうど端的

な資料がそろっております。 

 資料６－１の６ページなんですけれど

も、これは転入、転出全部まぜてます。転

入者として摂津に来られた方、転出者とし

て他市に行かれた方、一体何を重視しまし

たかというのを比べてみました。比べて１

０ポイント以上開いているところにちょ

っと黒塗りを入れてます。 

 １番は日当たり、風通りのよさ、転出さ

れた方のほうが１０ポイント以上重視さ

れてます。２番目に治安のよさ、安全さ、

これも１０ポイント以上の差がついてま

す。３番目に住宅の周りの静けさや落ちつ

き、４番にまちなかの緑の多さ。この辺が

転入されてきた方の数字よりも転出、出て

いかれた方のほうが１０ポイント以上重

視する。すなわち１０ポイント以上、吹田
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市、茨木市にここで負けてて、ここでやら

れたということでございます。このあたり

に、これはハード的なことが主に書いてあ

りますけども、このあたりに今後の方向性

が見えてくるかなと思ってます。 

 ただ、これが全てではないと思いますけ

ども、一つの傾向をこの６ページで読み取

ることができると私は考えております。 

○三好義治委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私が申し上げたかっ

たのは、例えば今の摂津市に住まれている

方の意識調査から出てくるものについて、

それを一つ一つこたえていくというのは

それは行政として時間がかかりますが、課

題なのかなと思いますが、ただ総合戦略と

いったものを考えたときにはまた別の考

え方で、発想で取り組んでいくべきなのか

なと。 

 つまり、住環境では満足できないけれど

も、でもここがいいから摂津市に続けて住

もうと皆さんに思っていただける、それを

出していくのが総合戦略なのかなという

ように思います。資料６－１の６ページに

は、それを考える中で非常に重要なデータ

が出てるのかなというふうに思っており

ますし、そこをしっかりと活用していただ

きたいなというように思います。 

 ちょっと適切な例を思いつかないんで

すけれど、例えば野球選手を表現するとき

に、よく走攻守三拍子そろったという言い

方をしますけれども、確かに走攻守どれを

とっても、場所を考えたときにはクリアす

べき最低限のレベルというのはあるんだ

ろうなと思いますが、しかしその中で、摂

津市が全てを平均的に上げていくという

ことではなくて、どこにポイントを当てて

戦略を打っていくのか。そこをしっかりと

認識をした総合戦略をつくっていただく

と、やはり摂津市を選んで住んでいただく

ということにつながるのかなというふう

に思っておりますので、しっかりとそこを

お願いをいたしまして、質問とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 意見でいいですね。 

○嶋野浩一朗委員 はい。結構です。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 先ほど嶋野委員なり、安

藤委員のほうから質問がありました。やは

り国のほうにおきましても、先ほど川西課

長が言われたように、人口減少ということ

が一番大きな課題ということであるとい

うことであったんですが、この人口減少も

ここ数年の話ではなくて、もうちょっと前

のほうからこういう想定というか、考えて

いかなければいけないというのはいろい

ろあったんだろうなというふうに思うん

です。 

 先ほどの川西課長の説明でも北摂とい

う一つのくくりを考えれば、人口の、その

中を移動しているから増減がそうないと

いう話だったと思うんです。そのかわり全

国的に考えれば人口減少ということで、ど

こかがふえればどこかが自然減少以上に

減るというような形になるのかなという

ふうに思うんですが。 

 その中で、過日の新聞等々におきまして

も、ある町村の方が言われてたんですが、

転入はそんなにないというところで、転出

が結構あるということがあって、要はいか

に転出を食いとめるかということの施策

を考えていかなければいけないというこ

とを言われてまして、その反面、転入がこ

こ数年転出を上回っているようなところ

については、なぜ転入してきていただいた

かという魅力をさらに高めて、この転入を
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ふやしていこうというようなこととか、い

ろいろとそれぞれの町村で考え方が違う

と思うんですが。 

 その中で、先ほど期待度とか、満足度と

か、ギャップとか、ご説明もいただいたん

ですが、その中で、今後期待度というとこ

ろを中心に施策を考えていくのか、ギャッ

プを少しでも埋めていこうということで

施策を考えていくのか、その辺のお考えを

１点ちょっとお聞かせ願いたいなという

ふうに思います。 

 ２点目は、この資料４ということで、個

別の事業に対して今後の課題と方向性と

いうのが書いてあると思うんですが、その

中で具体的にこの施策に取り組んでいく

という言葉もあるんですけども、逆に研究

をしていくとか、今後検討していくとかい

うのが書いてあるんですが、総計はあと５

年ですよね。その中で検討とか研究という

レベルでこの中間報告があっていいのか

というのを私は疑念に思うこともあるん

です。 

 １０年の総合計画で、あと５年後の到達

点に向けて、要は施策を協働ということで

やっていこうということであるんですが、

ついてはこの課題というものを研究をし

ていくという今の中間ということではな

くて、やはり具体的に検討していく、また

取り組んでいくという言葉のほうが私は

いいのではないのかなというふうに思う

ので、その辺の考え方についてお尋ねした

いなというふうに思います。 

 以上２点、お願いします。 

○三好義治委員長 改訂について、今即答

ができなかったら、基本コンセプト、考え

方についてだけでいいから、きょうはベー

スになるデータの説明であり、これをベー

スに今後検討していくというキックオフ

みたいなもんやから、即答で今できないや

つは、期待度に対してどうしていくんやと

か、レベルアップしていくんかというやつ

を検討していきたいならそれでもええか

らね。 

 川西課長。 

○川西政策推進課長 ただいまのご質問

２点お答えいたします。 

 期待度、またギャップ、どちらを重視す

るのかというお問いだと思うんですけれ

ども、これは予算が限られておりますけれ

ども、どちらがどうですというルールは今

のところはっきり申し上げられない状況

で、どちらも大切です。ただ、予算を勘案

しながら費用対効果を見ながら、また緊急

度を見ながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

 また、資料４の中で検討、研究いろいろ

言葉がございますけれども、資料４、行く

行くは資料４は総括ですけれども、最終的

につくりますのは総合計画も基本計画も

改訂版、この後半５年間こうしますという

改訂版ですね。これをつくるところでは文

言をしっかりそろえてまいりたいと考え

ております。 

 資料の中でちょっと活字が検討、研究、

我々も目を通して各課が上げてきたもの

ですけれども、委員がおっしゃるようにラ

スト５年間で検討しててもう一歩踏み出

せというごもっともなお話でございます

ので、総合計画の改訂版、来年３月までを

めどにつくるところでは、ちょっといろい

ろその部分も含めまして、文言を調整して

まいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 村上委員。 

○村上英明委員 期待度というのを、もっ

と点数を高めていこうというか、充実をし

ていこうということでしていけば、摂津市
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からの転出というのは減っていくのかな

というふうに思う点もありますし、逆にギ

ャップというものを埋めていこうとすれ

ば、さらに転入がまたふえてくるというふ

うになるのかなと思うんです。 

 今、結構ネット社会なので、摂津市に住

んでいていいところとか、時々は見るよう

なところもありますし、また今このネット

がはやっていて、情報も結構早いというこ

ともあると思いますので、そういう意味で

は今までの議論もありましたけれども、や

っぱりこの摂津市という場所の知名度を

さらに高めていくとかいうことも含めて、

この期待度をさらに高めていくというの

が私は必要なことではないのかなという

ふうに思いますので、これは数値的なもの

もしっかり掌握していただいて、この期待

度というのをさらに高めていっていただ

ければなというふうに思います。 

 そして、２点目の文言の件であります。

研究とか、検討ということ、しっかりとこ

れからこれを実施をしていくような、一歩

も二歩も踏み込んでいくような、そういう

言葉にしていただいて、また内容も具体的

に取り組んでいっていただければなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。要望としておきます。 

○三好義治委員長 上村委員。 

○上村高義委員 そしたら、私のほうから

質問させていただきます。 

 けさのテレビニュースで一番に出てき

たのは、この地方版総合戦略の策定状況と

いうのがテレビで放送されておりました。

ほとんどの自治体がこの戦略をつくるん

だと。つくらないのは災害があったまちと、

総合計画をつくる予定が来年か、再来年に

迫ってるんでそれにあわせてするんだと

いうところがあって、ほとんどの自治体が

つくるんだということで、けさニュースで

言ってましたので、きょうの夕刊か、あし

たの朝刊でそういうことが具体的に載っ

てくるんではないかなと思ってます。 

 先ほどの質問の中で、各市、日本の全自

治体が地方版総合戦略をつくるというこ

とになってくると、先ほど来言ってるよう

に都市間競争が始まるということであり

まして、この人口減少時代に突入する中で、

人口を奪い合いというか、そういう形も見

えてくるんではないかなと思ってますけ

ども。 

 実は、先ほど川西課長が、そうじゃなく

て、この北摂で見た場合には北摂連携とい

うことも一つはあるんではないかなと思

ってますし、そういった考えも、競争じゃ

なくてやっぱり連携ということも視野に

入れながら取り組む必要があると思って

ますし、そういう自治体間競争になれば、

国はより効果的な施策を展開したところ

に補助金、あるいは地方交付税等々の算定

の基礎が変わるみたいな気もするんです

けども。 

 今の摂津市の中期財政見通しは、総合計

画に基づいて、基本計画に基づいてつくっ

た中期財政見通しでありますよね。今度こ

の総合戦略ということを策定する場合に、

新たな財源というのも必要になってくる

と思うんですけども、今若干違った、上乗

せした計画をつくるということになりま

すので、そういったところの財源としての、

自主財源なのか、もしくはそういう交付税、

補助金等々があるのかということをちょ

っと聞かせてください。 

 それと、先ほど自治体間競争ということ

であったんですけども、私はやっぱりそう

いうことの必要性になってくると思うん

ですけども、そういったやっぱり自体間連
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携というのも必要ではないかなと思って

ますし、いずれにしても日本の人口は２０

６０年には１億人を切って５，０００万人、

６，０００万人になると、減少してくるわ

けですから、それを政府は上げなさいとい

うことであります。それにするにはもうい

ずれにしても出生率を上げるか、あるいは

外国から人が来るか、こういう選択を迫ら

れると思うんですけどね。そういうことも

視野に入れながら自治体間、摂津市独自で

はない考え方もあるんではないかなと思

ってます。 

 これは非常にお答えしにくいと思うん

ですけども、そういった考えもあるんでは

ないかなと思ってますけども、今までの議

論の中でそういったことは出なかったの

かということで、お金の話とそういう連携、

あるいは人口増対策について考えをお聞

かせください。議論があったのかどうかと

いうことも踏まえて。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 まず２点お答えい

たします。 

 まず、総合戦略に絡む財源の話でござい

ます。この財源ははっきり固まっておりま

せんが、国のほうで総合戦略に定められた

施策の実施に当たっては、交付金の対象と

なるんですけども、詳細は来年１月ごろに

内示するということでございます。我々大

阪府から聞こえてまいりますことは、恐ら

く２分の１補助であるということと、何で

もかんでも総合戦略に載っている施策だ

からというて交付金の対象にはならない

ですよと。かなりの先進性が必要であるの

ではないかなというふうに大阪府からの

情報は頂戴しています。ですので、今のと

ころ自主財源になる可能性があるという

のも把握しながら進めてまいる予定でご

ざいます。 

 それと、北摂全体でのブランド化、自治

体競争じゃなくて、自治体間連携、これは

非常に今後生きていく上でキーワードに

なってくると思います。どこと話しまして

も、同業者、北摂の政策課長と話しまして

も、「自分とこの市だけじゃあちょっと」

というのが皆本音で、これから北摂、ライ

バル同士ですけども、一緒に北摂ブランド、

北摂の魅力アップみたいな形で手をつな

いで行かへんかったら厳しいなという、本

音はもうそれは１か月ほど前に集まった

会議でも出ました。具体的に今からどうす

るんですかという議論まではとても至ら

なかったんですけれども、今後進めていく

中では、北摂の中の連携をして一緒にブラ

ンド化を進めるであるとか、一緒にちょっ

と何かしましょうよというのはかなりふ

えてくるかなという印象です。 

 どこの市もそんなにこれから先、人口減

少社会を迎えるに当たって、自信満々でこ

れでいいですよという市は、とても北摂で

はないという印象を受けてます。 

○三好義治委員長 上村委員。 

○上村高義委員 財源については、これは

政府の政策なんでやっぱりこれはあめと

むちがあって、政府の言うとおり進めなあ

かんというか、そういうことも懸念される

わけですけれども、やはりそこは市民のこ

とを思うと市の発展というのがあるんで、

できるだけお金をうまく使うということ

も必要ではないかなと思ってますので、そ

れはまた決まり次第報告いただきたいと

いうことと。 

 あと自治体連携というか、市の独自性。

市の独自性と自治体連携ということで見

た場合に、やっぱり北摂を見た場合、吹田

市と摂津市と茨木市、高槻市、このかいわ
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いを見たときに、非常にほかの市から、日

本全国から見た場合に、そんなにかわりば

えのない、似たようなまちということしか

言えないと思うんですよね。四つの中で特

色を出すのは非常に難しい面もあると思

うんで、やはりこういう自治体間連携を視

野に入れれば、大阪と京都、その真ん中に

ある北摂ということでは、非常に独自性と

いうのが出てくると思いますので。 

 先ほど川西課長がそういう話も出まし

たということだったので、やっぱりそうい

うことは大事にしながら、今後この計画を

つくる段階で大いに議論して、また具体的

にどういうことは出てないと言いますけ

ども、やっぱりそういうことに注力しなが

ら進めていっていただきたいというふう

に思ってますので、これは要望としておき

ますけども、また計画が出た段階でどうい

う議論がされたとかいうことは聞きたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 要望とうことですね。 

 次に渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ずっと議論を聞いてお

りますと見えてくるような感じがするん

ですけど。 

 私は岡山県出身でございまして、岡山市

も数年前に政令指定都市になりました。中

国地方では２番目の政令指定都市です。時

折岡山に母親の顔を見に帰るわけですけ

ど、政令指定都市になった岡山市がどんど

ん発展するかなという期待は持っておっ

たんですけど、人口減少が今とまらないよ

うな状況で、地方都市というのはそういう

今状況に全て置かれてるんではないかな

というふうに感じました。 

 その中で、大阪府は知事選がありました

けれど、例の大阪都構想とか、また関西広

域連合とか、いろいろ議論されております

けれど、その中の一つの共通した認識とい

うのは、もう単独の市ではほとんどやって

いけないん違うかなというような、財政面

においてもですね。そのような議論が今な

されているわけです。 

 この総合計画計の見直しというのは、全

国的にいろんなことでやられるというこ

となんですけど、川西課長のご答弁の中で

やっぱり見え隠れしているのは、これはや

っぱり市町村合併が必要不可欠になって

いくんじゃないかというような感じの、そ

ういうふうなご答弁に聞こえるわけなん

です。 

 吹田市、茨木市がライバルというふうに

ご答弁されていたわけですから、一緒にな

ったらそういう都市間の競争がなくなる

んじゃないかというふうなことを言って

おられたんですけど。結局そういう５年先

の延長線上にそのような状況、市町村合併

とか、そのような状況になっていくような

方向性はあるのかどうか。そういうことを

お聞かせ願いたいと思います。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 ご質問にお答えい

たします。 

 市町村合併云々ということは、まず総合

計画であったり総合戦略を練る中でそう

いうことはまだ一切考えておりませんで

して、まずは摂津市の独自性でこれからも

人口ががくっと下がるのを何とか食いと

めたいと、まずそれが第一でございます。 

 ですので、北摂で集まったときに、これ

から北摂で協力し合って、共倒れせえへん

ようにという話は出ましたけれども、市町

村合併をにらんで、もうそこに直結するよ

うな議論ではございませんでした。 

 また、摂津市は摂津の独自性を生かして

摂津市として生き残っていく道をまず模
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索いたしますし、人口が急激に落ちないよ

うに、何とか少しでも食いとめるように、

それがまず第一の総合戦略であり、人口ビ

ジョンでございます。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それは当然、摂津市の総

計ですからそういう形になると思うんで

すけど、ただ、これから議論するけど、ほ

んなら具体的にということを、過去摂津市

ができて５０年に来年なるわけですけど、

こういうことは絶えず社会情勢の中で人

口がふえたというのは当然ありますよね。

しかし、今少子化社会になって、どんどん

人口減少になっていっている状況の中で、

根本的に摂津市だけで人口をどのように

して、こういうアンケートをしてそれで分

析して、どういうふうにして人口をふやす

かというのが、全く、全く今の段階では見

えてこないような状況です。 

 これからそれを議論されるというふう

に思うんですけど、そういうことは過去に

おいても議論されてきたと思うんです。で

も人口の推移は一向に変わらない状況に

おる中で、今そういうことでそういう答弁

をいただけないかもしれんけど、見えてこ

ないんですよね、こういうふうに質問して

おっても。その点、ちょっと何らかの方向

性というのをもう一遍示していただきた

いなと思うんですが、よろしくお願いした

いと思います。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西政策推進課長 具体的なお話はこ

の先なんですけれども、まず摂津市が直面

している状態とすれば、子育て世代が転出

していく、まずこれは紛れもない事実でご

ざいます。それに対してどうするのかとい

うところなんですけれども、例えば、子育

て世代が何が不満なのかというところを、

このアンケートによりますと、まず資料５

－１の６３ページなどに載っております。 

 資料５－１の６３ページによりますと、

３７番で、「子どもたちの生きる力を育む

まちにします」。これ３０代、４０代、５

０代、ちょうど子育て世代のところの不満

が大きいという結果が出ています。 

 また、同じく５－１なんですけれども、

７２ページへ飛びますと、各施策で３０代、

４０代のちょうど摂津市から転出してい

ってしまうような年代で、医療とか犯罪防

止、消防の充実、この辺が期待度が高いと

いうことがわかりますので、このアンケー

トをもとに何が見えてくるかというとこ

ろを申しましたら、まず転出をとめるため

に教育を充実する。また、犯罪防止であっ

たり、医療であったり、その辺を拡充する。

この辺が転出者をとめる一つの切り口に

なってくるかなと今のところ分析してお

ります。 

 それと、あともう一つ見えてくるのが、

資料５－１の３０ページなんですけれど

も、市外に引っ越したい、または引っ越す

予定がある人についてその理由を尋ねて

ましたら、ちょうど子育て世代真っただ中

の３０代の方が、１位がまちのイメージが

よくないとなってます。非常に残念な結果、

まちのイメージがよくないためが１位で、

３０代の方が引っ越す理由の１番に上げ

ていると。 

 しかしながら、地域の環境というところ

を見たら、平成２０年の調査と比べまして、

ちょっと資料５－１の３４に飛ぶんです

けれども、全体的な住み心地のよさであっ

たり、日用品の買い物の便利さ、交通の便

利さ、この辺が２０年度から２７年度でか

なり増加しております。 

 また、摂津市に転入されてくる方、借家
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から摂津市に持ち家で来られる方も、申し

ましたようにかなり多いような状態です。 

 つまり、摂津市にはそれなりの魅力もま

た増していると私は思います。それなのに

イメージがよくないというふうに３０代

の方は書かれてます。何でなんやろう。 

 ここでいろいろ分析しましたら、ちょう

ど２０代の方が住み心地が非常に満足し

ているパターンが多い。これは資料６－１

の４１ページです。ちょうど２０代の方が

住み心地のよさが高い順位にあるにもか

かわらず、３０代から５０代になったら摂

津市のイメージに問題ありと言われる。２

０代の若い世代の方は摂津市で満足され

ている方が多いのに、子育て世代になった

ら急にイメージが悪いと。この辺を何とか

しなければちょっと非常に厳しい状態。こ

れが私がアンケートで読み取った一番の

かなり上位の問題点であると分析してお

ります。 

 この辺にいかに踏み込んでいくかとい

うのが総合戦略のまたこれも踏み込まな

ければならない点であると分析しており

ます。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 川西課長、もうそんなん

わかっていることや。子供どもたち、若い

世代が住んで、子どもを産みますよね。そ

れから幼稚園なり保育園なりに行って、小

学校に入るころに転出する。これは何年も

前から言われることや。やっぱり教育レベ

ル。教育のレベルを上げなあかんというこ

と。 

 みんなそれなりに小学校になったら中

学校、子供の進学のことを考えたら摂津市

から移転する。そういうパターンになって

いる。あそこの高層マンションでもそうら

しいね。私の知り合いがあそこに入ってる

んですけども、若い世代が入ってきても、

３０代になったら転出する人も多々いて

はるみたい。 

 そういう形で、教育というのはさっきの

話の中でそれを改善するというふうにさ

らっと言うてはったけど、さらっと言うて

はったけど、これはもう教育委員会の管轄

になるからどうなるか、ここで言うてええ

んかどうかわからんですけど、そのことが

大きな問題になっていることはもう皆さ

んわかってはると思うので。そのことを抜

本的に変えへんと、その世代を食いとめる

ということは、これはもう難しいことや。

これはもう何十年前から言われてるよう

な話ですわ。 

 さらっと言いはったけど、具体的にどの

ように教育を改善していきたいと思って

るのかな、何やったら公室長が答えて。 

 さらっと言うてたけど、その辺のことは

大きな問題やからな。 

○三好義治委員長 乾市長公室長。 

○乾市長公室長 渡辺委員の質問は、先ほ

ど川西課長がさらっと言いましたけども、

言うは易しするは難し、そのことに尽きる

と思います。なかなか難しいと思ってます。 

 先ほどから、本市が将来的には合併とか、

そういったことを視野に置いてるのか、こ

ういう意味じゃないかというような趣旨

のご意見をおっしゃってましたけども、私

も日ごろ、いつも議会等で答弁させていた

だいております持続可能な市政運営を続

けたいんですと言っている言葉の裏には、

このままでは摂津市独自で、ちょっとこの

場の話と少し離れてしまうかわかりませ

んけども、摂津市独自で生き残っていくと

いうのは極めて難しいと。 

 人口減少社会。人口が減ってしまうわけ

です。そして、国のほうは３０万人ぐらい
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の中核市を目指した分権を進めようとし

ているわけです。財源はくれない。じゃあ

どうせいと言ってるのやというふうに考

えたときに、やっぱりそこそこのスケール

メリットを持って、効率的に、上手に市政

運営をしていかないとだめですよと。もう

国がもちませんよと。だから市町村、頑張

ってくださいねと、そういうふうに国は考

えていると私は思っております。 

 ですから、そういう意味からいいまして、

教育、どうやって水準を上げて、どうやっ

て人口の転出を抑制するのかと、そういっ

たことももちろん重要ではございますけ

ども、やっぱり一番大事なのは、この市が

生き残る方法、それはどんな方法かという

のをやっぱり真剣に考えていくしかない

と。 

 渡辺委員がおっしゃったような方向性

が、大きな魅力の一つではないかとこのよ

うに考えております。 

○三好義治委員長 渡辺委員、いいですか。 

○渡辺慎吾委員 結構です。 

○三好義治委員長 以上で、資料番号１か

ら資料番号６についての質問を終了いた

します。 

 次に、資料番号７、総合計画基本計画（改

訂版）及び総合戦略等の策定スケジュール

について、説明をお願いします。 

 川西政策推進課長。 

○川西政策推進課長 では、資料番号７に

つきまして、ご説明いたします。 

 今後の策定スケジュールでございます。 

 本日ご説明いたしました資料をもとに

これから総合計画基本計画（改訂版）、人

口ビジョン、総合戦略の策定作業を進めて

まいります。今後、庁内の策定委員会や作

業部会などの庁内会議を経まして、２月上

旬ごろにはそれぞれの素案を策定してま

いりまして、この特別委員会にご報告し、

ご意見を頂戴できればと考えております。 

 また、その後、庁内での調整やパブリッ

クコメントなどを経まして、今年度末には

それぞれ最終を取りまとめる予定でござ

います 

○三好義治委員長 補足しますと、委員長

独断の考えかもわかりませんが、今まで各

委員が質問を出された中で、改訂版が出た

段階でのボリュームを見た段階で、一括で

やるのか、複数回に分けてやるのか、これ

はそのとき判断させていただきます。 

 だから、次の段階では、今説明があった

ように２月の上旬と書いてるけど、上旬か

ら中旬ぐらいでボリュームによって判断

をさせていただきたいと、そういったこと

で、よろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 それでは、そのように

させていただきます。 

 質問はありませんか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 おおむね委員長のおっし

ゃった進め方でいいと思っております。 

 先ほどからもちょっと少し触れました

けども、非常にボリュームもありますし、

それから先ほど公室長もおっしゃられた

ように、市民の方々の意見を聞く場という

のも当然設定されていくということで、今

見たら非常にタイトなスケジュールの中

で、しかも膨大な事務をやっていかれるわ

けですから、相当な仕事になってくると思

いますので、その点は事前に資料であると

か、それから国の動きの変化であるとか、

そういったものについては委員会を開か

ない場でもその都度、委員長を通して委員

のメンバーにお知らせをいただきたいと

思いますし、市民の声を聞くのはどういっ
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た形をお考えになっていらっしゃるのか

わかりませんが、どういった形で市民の声

を聞くのか、どういった形でいろんな産官

学というようなものの仕組みをつくって

いかれるのかわかりませんが、そういった

具体的な中身についても少しスケジュー

ルの中に示していただきたいということ

を要望しておきたいと思います 

○三好義治委員長 市民からの意見のス

ケジュールについては、また改めていただ

いた上で委員会で各委員には渡します。 

 ただ、資料について中途半端な資料で、

訂正が続くとなったら誤解が生じるんで、

それはまとまった段階で、先ほど私が言っ

たように、ボリュームを見た上で１回でや

るんか、複数回でやるんか、この判断は委

員長として判断をさせていただきたいと

思います。よろしいですか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 それでは、本委員会を

閉会したいと思います。 

（午後４時１８分 閉会） 
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